
裁判官会議（第1回）畿事録

平成29年1月11日 （水曜日） ．

裁判官会議室において，午後3時30分開畿

出席者寺田長官，櫻井，岡部，大谷剛彦，大橋，鬼丸，木内，山本，山崎，池上，
大谷直人，小池，木澤，菅野各裁判官

寺田長官議長席に着く。

議事

1 平成28年度裁判所所管補正予算（第3号）について

笠井経理局長から，資料第’に基づき，標記の補正予算について報告があった。
2平成29年度裁判所所管予算について

笠井経理局長から，蜜料第2に基づき，標記の予算について報告があった。
3人事について

堀田人事局長から，資料第3に基づき，人事関係事項について醜明があり， ’

の裁判官の退官については，報告及び原案どおり決定し， 2の裁判官の転補等に

）

ついては，原案どおり決定した。

午後3時50分終了

議 ・長

秘書課長
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御嘗言電繍第3
裁判官会議付議人事関係事項（平成29. 1.11提出）

1裁判官の退官について

定年退官（平29. 1.15） 最高裁判事

櫻井龍子

福岡家地判事（部総括） ・福岡簡裁

判事

長倉哲夫(43）

東京簡裁判事

江波戸直行

東京簡裁判事

槙枝聖子

依願免本官並びに兼官(平29． 2． 3）

） 定年退官（平29. 1.31）

定年退官（平29. 2.12）

2裁判官の転補等について

福岡家地判事（部総括） ・福岡簡裁

判事

福岡高判事・福岡簡裁判事

向野 剛(41）

）



裁判官会議（第2回）議事録

平成29年1月18日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開畿

出席者寺田長官，岡部，大谷剛彦，大橋，小貫，鬼丸，木内， 山本，山崎，池上，

大谷直人，小池，木澤，菅野各裁判官

寺田長官議長席に着く。

議事

人事について

・堀田人事局長から，資料に基づき，人事関係事項について説明があり， ’の裁判

官の退官については，原案どおり決定及び報告がされ， 2の裁判官の新規任命及び

3の裁判官の転補等については，いずれも原案どおり決定し， 4の司法修習生の罷

免については，事実関係等につき説明があり，本議事録別紙の理由で原案どおり決
（

定した。

午前10時40分終了

議 長

秘書課長
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／裁判官会繍料
（ （月Iを日開悩）

裁判官会議付畿人事関係事項（平成29. 1.18提出）

1裁判官の退官について

依願免本官並びに兼官(平29. 2.14） 東京地判事（部総括） ・東京簡裁判

事

澤野芳夫(39）

さいたま地家越谷支判事・越谷簡裁

判事

石田浩二(33）

宇治簡裁判事

西村博一

神戸簡裁判事

中路義彦

長崎簡裁判事

高野鏡弘

依願免本官並びに兼官(平29. 2.16)

（
定年退官（平29. 2.17）

定年退官（平29. 2.19）

定年退官（平29. 2.20）

2裁判官の新規任命について

葛城簡裁判事 米山正明

（
3裁判官の転補等について

東京地判事・東京簡裁判事 東京高判事・東京簡裁判事

田中秀幸(45）

東京地判事（部総括） ・東京簡裁判

事

矢尾和子(39）

東京高判事・東京簡裁判事

佐藤哲治(“）

●

東京地判事・東京簡裁判事(司掌者）

東京地判事（部総括） ・東京簡裁判

事
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さいたま地家判事・さいたま簡裁判

事

仁藤佳海(52）

京都簡裁判事(司掌者）

竹田 隆

京都簡裁判事

上垣 猛

尼崎簡裁判事 ・

平野和行

葛城簡裁判事

中田恒治

長野地家上田支判事･上田簡裁判事

神戸簡裁判事

京都簡裁司掌者指名

宇治簡裁判事

（ 大阪簡裁判事

4司法修習生の罷免について

罷免（司法修習生に関する 司法修習生

■■■■■規則第18条第1号）
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裁判官会議（第3回）畿事録

平成29年1月25日 （水曜日）
裁判官会醗室において，午前10時30分開議

出席者寺田長官，岡部，大谷剛彦，大橋，小貫，鬼丸，木内，山本，山崎，池上，
大谷直人，小池，木澤，菅野各裁判官

寺田長官簾長席に着く｡

議事

1裁判官研修（合同研修，個別研究）に関する重要な事項等について

小泉司法研修所長から，資料第1に基づき，標記の重要な事項等について説明
があり， 1の裁判官研修（合同研修個別研究）に関する重要な事項については，
原案どおり決定し， 2の派遣型研修については，報告がされた。
2平成29年度における裁判所職員（裁判官以外）研修の実施に関する重要な事
項について

白井裁判所職員総合研修所長から，資料第2に基づき，標記の重要な事項につ
いて説明があり， 1の中央研修， 2の高裁委嘱研修， 3の自庁研修， 4の委詫研
修， 5の研究及び6のその他の研修については，いずれも原案どおり決定し，書
記官及び家裁調査官の養成については，いずれも報告がされた。
3新裁判官の配置について

中村総務局長から，資料第3に基づき，最高裁判所判事に任命予定の山口裁判
官の配置について醜明があり，同裁判官を第一小法廷に配属することを決定した。
4最高裁判所事務総長の代理に関する規程の制定について

中村総務局長から，資料第4に基づき，標記の規程の制定について説明があり，
原案どおり決定した。
5人事について

堀田人事局長から，資料第5に基づき，人事関係事項について説明があり， 1
の裁判官の退官， 2の裁判官の転補等及び3の司法研修所教官等の委嘱等につい
ては，いずれも原案どおり決定した。

午前11時14分終了
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秘書課長
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裁判官会議資料茅3
（ ／月15日盟脚

裁判官の配置

(下線部分変更箇所）
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